
　※　引率者とは、学校教育法上の観点から生徒等の引率を行う学校・保育所等の関係者や
　　心身の障害等により介助を必要とする生徒等の介助をする看護師や保護者等をいい、旅
　　行業者の添乗員やカメラマン等は該当しません。

　上記の宿泊については、小樽市宿泊税条例第５条に規定する「学校が主催する修学旅行そ
の他の学校行事」又は「保育所等の施設が主催する行事(満3歳以上の幼児が参加するもの)」
に該当するものであることを証明します。

　　　　年　　月　　日　

　※　本証明書は、宿泊施設に提出してください。
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【学校が実施する行事】
※　全体又は学年を単位として実施される行事であること。

□　修学旅行

□　その他の行事名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【保育所等の施設が実施する行事】
※　施設全体又は３月３１日における年齢で区分した集団ごと
　に実施されるもの。

□　行事名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


